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手続案内 詳細説明 

 

□ 手続名称 

浄化槽保守点検業登録申請（新規・更新） 

 

□ 手数料（使用料） 

新規、更新ともに３３，６００円 

 

□ 受付窓口 

機関・課名等 電話番号 所在地 所管地域 

筑紫保健福祉環境事務所 

地域環境課 
092-513-5611 

大野城市白木原 3-5-25 

筑紫総合庁舎内 

筑紫野市・春日市・大野城市・ 

太宰府市・糸島市・那珂川市 

宗像・遠賀保健福祉環境事務所 

地域環境課 
0940-36-2475 

宗像市東郷 1-2-1 

宗像総合庁舎内 

古賀市・糟屋郡・中間市・宗像市・ 

福津市・遠賀郡 

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 

地域環境課 
0948-21-4975 

飯塚市新立岩 8-1 

飯塚総合庁舎 別館 2階 

直方市・飯塚市・宮若市・嘉麻市・ 

鞍手郡・嘉穂郡・田川市・田川郡 

北筑後保健福祉環境事務所 

環境課地域環境係（久留米分庁舎） 
0942-30-1052 

久留米市合川町 1642-1 

久留米総合庁舎内 

小郡市・うきは市・朝倉市・朝倉郡・ 

三井郡 

南筑後保健福祉環境事務所 

地域環境課（八女分庁舎） 
0943-22-6963 

八女市本村字深町 25 

八女総合庁舎内 

大牟田市・柳川市・八女市・筑後市・ 

大川市・みやま市・三潴郡・八女郡 

京築保健福祉環境事務所 

環境課地域環境係 
0930-23-9050 

行橋市中央 1-2-1 

行橋総合庁舎内（別棟） 
行橋市・豊前市・京都郡・築上郡 

 

□ 提出書類 

登録申請書（様式第１号） 

 

□ 添付書類 
 
１．申請者等に関する以下の書類（※以下、住民票は個人番号の記載がないものを提出すること） 

 
(1) 申請者が個人である場合 

添付書類；申請者の住民票の写し及び登録申請者略歴書（様式第２号） 
 

(2) 申請者が個人である場合であって、浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の能力を

有しない未成年者である場合 

添付書類；①申請者の住民票の写し及び登録申請者略歴書（様式第２号） 

②法定代理人の住民票の写し及び登録申請者略歴書（様式第２号） 

（法定代理人が法人である場合は、登記事項証明書並びにその役員の住民票の写

し及び登録申請者略歴書（様式第２号）） 
 

(3) 申請者が法人である場合 

添付書類；申請者の登記事項証明書並びにその役員の住民票の写し及び登録申請者略歴書（様

式第２号） 
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２．営業所付近の見取図 
 
３．浄化槽管理士の浄化槽管理士免状の写し、住民票の写し及び知事が指定する研修の修了を証する

書類※（修了証書の写し） 
 

※研修の修了日は、以下の期間内でなければなりません。 

(1) 新規の登録の申請の場合； 申請日の前３年の期間 

(2) 更新の登録の申請の場合； 従前の登録の有効期間の満了日の前３年の期間 
 
期間の算出例 

① 新規の登録の申請（申請日：令和６年４月１５日）の場合 

令和３年４月１５日から令和６年４月１４日までの期間に修了する必要あり 

② 更新の登録の申請（従前の登録の有効期間：令和６年５月１０日まで）の場合 

令和３年５月１０日から令和６年５月９日までの期間に修了する必要あり 
 
４．浄化槽清掃業者と業務に関する提携をしていること、又は提携する予定であることを証する書類 

 （例）・業務提携証明書（様式第３号） 

・申請者が営業区域における浄化槽清掃業者である場合には、浄化槽清掃業許可証の写し 等 

 

□ 浄化槽保守点検業者は、原則として、営業区域ごとに営業所を設置し、営業所ごとに浄化槽管理士

を置かなければなりません。 

二以上の営業区域を統括する営業所を設置しようとする場合や、浄化槽管理士が複数の営業区域を

兼任しようとする場合は、申出書を提出し、知事の認可を受ける必要があります。 

詳細は、あらかじめ上記受付窓口にお問い合わせください。 


